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台風などによる悪天候時の臨時休校等の連絡について（お知らせ） 

                                               

  台風の接近や大雨などにより、生徒の登校に危険があると判断した場合、登校を遅らせたり、臨時休

業としたり、状況に応じて生徒の安全を第一にする措置をとります。 

 学校より措置が必要な日の前、あるいは当日の朝に基本的にはすぐーる（連絡メール）または電話（す

ぐーるの登録がされていないご家庭）でご連絡いたしますが、システムの不具合等により学校からの連

絡が届かない場合は、原則として次のように対応をお願いいたします。 

 

◇朝６時３０分現在、藤沢市に「警報」が発令されている場合 

○警報が「大雨」及び「洪水」または「暴風」警報の場合、またはその両方の場合は、自宅待機と 

します。 

○「大雨」警報のみの場合で、学校から指示がない場合は、ご家庭の判断で登校させてください。 

 ただし、部活動の朝練はなしとします。 

○「波浪」警報の場合は、原則として平常登校とします。 

藤沢市に発令されている警報（含まれている警報） 原則の行動（学校から指示がない場合） 

「大雨」及び「洪水」警報（両方を含む場合） 自宅待機 

「暴風」警報 自宅待機 

「大雨」警報または「洪水」警報（いずれか１つ） 保護者の判断で登校（部活動の朝練なし） 

「波浪」警報 平常登校 

○自宅待機となった場合は、１０時頃までに学校よりすぐーるまたは電話で、「臨時休業」または 

「○○時登校」の連絡をします。 

○悪天候時、保護者の方がお子様の「自宅待機」を判断された場合は、学校にその旨の連絡をお願い 

いたします。 

 

◇朝６時３０分現在、藤沢市に「警報」が発令されていない場合 

○学校から指示のない限り、原則として登校です。 

○状況によっては、学校より「自宅待機」もしくは「○○時登校」、または「臨時休業」、「平常登校」

等の指示をすぐーるまたは電話でご連絡いたします。 

※ その他の留意事項 

  ・ 自宅待機にもかかわらず登校してしまった生徒は学校内で待機させます。 

  ・ 警報は藤沢市に発令している場合です。 

  ・  滝の沢中学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにも家庭向け連絡を掲載しますので、そちらもご参照ください。 

        http://www1.fujisawa-kng.ed.jp/jtaki/ 

 ・ 堤地区在住のご家庭についても、この原則に基づきご対応くださるようお願いいたします。 

・ 臨時休業の場合、給食の返金はありません。ご了承ください。 
問い合わせ 

 教頭 溝尾 

 ８７－９１４８ 


